
    

令和４年９月１４日 

 

 

第24回京都市元離宮二条城保存整備委員会 

 

次 第 

 

 

 

１ 令和４年度の各部会の分担事項について（議題） 

 

⑴  重要文化財（美術工芸品）二条城二之丸御殿障壁画の保存・・・・・・・・１－(１) 

⑵  重要文化財（美術工芸品）二条城二之丸御殿障壁画の活用・・・・・・・・１－(２) 

⑶  重要文化財（建造物）本丸御殿保存修理事業・・・・・・・・・・・・・・１－(３) 

⑷  重要文化財（建造物）本丸御殿公開整備事業・・・・・・・・・・・・・・１－(４) 

 

 

 

 

２ その他 

 

国宝（建造物）二条城二之丸御殿等の活用 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================================================================== 

参考資料 重要文化財・本丸御殿の保存修理工事 パンフレット 

 



    

議 題 

 

令和４年度の各部会の分担事項について（案） 

 

 

令和４年度に本委員会で協議を予定する事項は以下のとおりである。 

 

事   項 案 備考 

⑴ 重要文化財（美術工芸

品）二条城二之丸御殿

障壁画の保存 

・第4次障壁画保存修理事業について (障) 

継続 ・障壁画模写事業について（模写制作・はめ替え） (障) 

・杉戸の修理計画について (障) 

⑵ 重要文化財（美術工芸

品）二条城二之丸御殿

障壁画の活用 

・「展示収蔵館」令和4年度原画公開 (障) 

継続 
・障壁画の貸出について (障) 

⑶ 重要文化財（建造物）

本丸御殿保存修理事業 

・建造物保存修理の進捗 (建) 継続 

・障壁画保存修理の進捗 (障) 継続 

⑷ 重要文化財（建造物）

本丸御殿公開整備事業 

・照明設備改修 (建) 

新規 

・補助照明設備 (建) 

－動線用 (建) 

－障壁画用 (障) 

・防犯・防災・情報設備 (建) 

・展示・案内設備 (建) 

・観覧通路整備 (建) 

・雨戸 (建) 

・周辺段差解消 (記) 

・便益設備 (記) 

・電気等管路 (記) 

・その他 ※ 

・文化財への影響とその対策  

－建造物 (建) 

－障壁画 (障) 

－史跡 (記) 

※課題項目がでれば、適宜、適切な部会へ分担 

 

(建)：建造物部会 

(障)：障壁画部会 

(記)：記念物部会 
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１－(１) 

重要文化財二条城二之丸御殿障壁画の保存について 

 

寛永 3年（1626）に狩野探幽・尚信及びその一門の絵師により二之丸御殿に描かれ

た障壁画のうち、954 面、及び附けたり指定 62 面の合計 1016 面は、昭和 57 年に重要

文化財に指定された。これらは、制作後 400 年近くを経て、絵の具の剥落・褪色、紙

の劣化・亀裂・損傷が著しく進行している。そのため、これらの障壁画を恒久的に保

存するため、下記の取り組みを行っている。 

 

１ 保存修理事業について 

（１）概要 

 障壁画の本格修理（絵具の剥落止め、裏打ち・下貼り紙の新調等）を行う。国

庫補助事業である。今年度は、遠侍、大広間、白書院の 22 面の本格修理を行って

いる。 

（対象面数 860 面 ※重文指定の 1016 面から杉戸絵 156 面を除く） 

（２）取り組みの経過 

平成 14 年度から国庫補助による本格修理を開始した。平成 17 年度に障壁画保

存修理計画素案を策定し(*1)、平成 18 年度からは国庫補助事業の特別枠とな

り、現在も継続中である（進捗率 52.8 パーセント）。 

現在の計画素案では、必要な予算が確保できたとして令和 20 年度完了予定。 

(*1)平成 22・24・26・令和元・２年度に改定を行った。 

 

２ 模写事業について（模写制作・はめ替え） 

（１）概要 

 障壁画の模写を制作し、原画とはめ替え、原画は収蔵庫で永久保存する。京都

市の単費事業である。今年度は、遠侍の 8面の模写制作と、白書院の 9面のはめ

替えを行っている。 

（対象面数 1061 面 ※模写対象には、重文指定外の金地のみの画面や天井画が含まれる） 

（２）取り組みの経過 

 昭和 47 年に模写の制作事業を開始し、令和３年度末までに 817 面が

完成した（進捗率 76.2 パーセント）。 

 平成４年度からはめ替え事業を開始し、令和３年度末までに 679 面が

完了した（進捗率 64.8 パーセント）。 

 

３ 杉戸絵の修理計画について 

重文指定の杉戸絵 156 面は、上記１の保存修理事業の対象に含まれていない。これ

らは、平成 25 年度までに全て復元土蔵南収蔵庫に収蔵したが、概ね全面とも過去の剥

落止め処置によると思われる、黒変・埃の付着・白濁等が起こっている。 

令和元年度より、現状の調査と修理手法の確立に向けて、文化庁、東文研等の指導

を仰ぎながら部分的なクリーニングと剥落止めを行う応急修理を開始し、令和３年度

からは国庫補助事業内で実施している。 



2 

１－(２) 

 

重要文化財二条城二之丸御殿障壁画の活用について 

 

 

１ 「二条城障壁画 展示収蔵館」令和 4年度原画公開 

 重要文化財二之丸御殿障壁画を展示・収蔵する「二条城障壁画 展示収蔵館」で

は、平成 17 年 10 月の開館以来、年間 4期にわたり、テーマを決めて障壁画の原画等

を公開している。 

 

２ 障壁画の貸出について 

  国内外の博物館・美術館等からの貸出依頼に対し、貸出先の設備や体制、作品のコ

ンディション等を調査・確認した上で、適切に対応している。 
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１－(３) 

重要文化財二条城本丸御殿保存修理事業 

１ 概要 

二条城本丸御殿は、玄関・御書院・御常御殿・所及び雁之間の４棟から成る、江戸時

代後期建築の桂宮家の住宅で、明治時代に城内に移築された。昭和 57～平成元年度に保

存修理済だが、阪神淡路大震災で被災、修理と構造補強を要し、平成 29～令和５年度で

保存修理している。 

平成 29～30 年度に台所及び雁之間の工事を実施済。 

平成 30 から玄関・御書院・御常御殿の工事を実施中である。当初、令和３年度まで

の工期を予定していたが、工事着手後に構造補強等の変更が必要になったことから令和

５年度までの工期に変更した。 

   

本丸御殿外観 内観 被災状況（突飼棒） 

２ 構造補強（玄関・御書院・御常御殿） 

足場仮設・部材解体に伴い、詳細調査したところ、構造補強設計の見直しが必要であ

ることが判明した。平成 31 年度に耐震診断・構造補強設計の再検討を行い，その結果

を踏まえ，令和２年度に工事の変更契約を行った。 

これに伴い、監理に高度な専門性を要するため，構造補強工事監理を専門業者に委託

している。 

３ 障壁画修理 

本丸御殿内には 237 面の障壁画がある。これらの多くは幕末に描かれ、当時の京都画

壇と宮廷文化を伝える貴重な絵画群である。事業後も建物内で公開するために、裏打ち

紙の取り換え、クリーニング等を行っている。 

４ 委員会での協議の経緯 

(1) 建造物部会 

工事の進捗を報告し、意見を頂戴している。令和２～３年度には耐震診断・構造補

強設計の再検討について重点的に協議いただき、その成果により構造補強をほぼ終え

ることが出来た。 

(2) 障壁画部会 

障壁画修理の進捗を報告し、意見を頂戴している。 
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１－(４) 

 

重要文化財（建造物）本丸御殿公開整備事業 

 

 

１ 概要 

 

本業務は、令和６年度から保存修理工事後の本丸御殿及び敷地内庭園を公開するため

に、法的整理（消防法やその他各種法令への適合化）・城内の他整備計画を踏まえた上で、

魅力が伝わる一般公開等の活用手法やそれに必要な建築、電気・機械設備や展示物等を整

備する事を目的としている。 

現在、重要文化財（建造物）二条城本丸御殿の保存修理工事を令和５年度末を工期とし

て実施しているが，修理後の公開活用については，プロポーザルで選定した委託業者と基

本計画を策定中であり、令和６年度から敷地内庭園と合わせて本丸御殿の歴史的、芸術的

価値を広く観覧者に伝えることを目的とした一般公開等の活用を開始する予定である。 

 

２ 検討事項 

 

⑴ 照明設備改修 

⑵ 補助照明設備 

ア 動線用 

イ 障壁画用 

⑶ 防犯設備・防災設備・情報設備 

⑷ 展示・案内設備 

⑸ 観覧通路整備 

⑹ 雨戸 

⑺ 周辺段差解消 

⑻ 便益設備 

⑼ 電気等管路 

⑽ その他 

⑾ 文化財への影響とその対策 

ア 建造物 

イ 障壁画 

ウ 史跡 

 






